
　しあわせ
な老後のために
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年金の種類

国民年金に加入

年金の種類 年金の種類

厚生年金に加入 共済組合に加入

年金基礎講座
国民年金は、20歳から60歳になるまで強制加入

年額792,100円

長い間、高い保険料を納め続ける年金。将来、自分がどれだけの額を
受け取れるのかは、誰でも気になります。しかし「受け取る金額」だけに目がいっていませんか？

制度のしくみを理解していないと、知らない間に損をすることにもなりかねません。

NP社員におくる

基礎年金 基礎年金

厚生年金

基礎年金

共済年金

私たちサラリーマンは厚生年金保険に入っています。厚生年金保険料を納めると、厚生年金と国民年
金の両方の被保険者となります。つまり私たちは、国民年金の保険料という形でお金を納めてはいま
せんが、国民年金に加入しているのです。このため、将来は国民年金（基礎年金）プラス厚生年金が受
け取れます。

第1号被保険者 第2号被保険者 第2号被保険者

第3号被保険者

自営業者・学生など 公務員または教職員

第2号被保険者に扶養
されている配偶者

民間サラリーマン

65歳からの老齢基礎年金はいくらもらえるのか？

公的年金には「国民年金」「厚生年金保険」「共済組合」の3つがある

*40年納めると
満額もらえる

*40年未満だと
減額支給される

厚生年金に加入することで、
国民年金の被保険者にもなる

共済組合に加入することで、
国民年金の被保険者にもなる

年額
792,100円×

保険料
納付済期間

保険料全額
免除期間×1/3

保険料半額*
免除期間×2/3

加入可能年数×12カ月

（Ｈ18年度価額）

＋ ＋

＊生年月日による短縮措置がある。
＊全額免除期間分の年金額は1/3、半額免除期間分の年金額は2/3の額。学生納付の特例の免除期間で追納がない
　場合は、資格期間としては反映されるが、年金額には反映されない。

「法律的に正確な表現」よりも「分かりやすさ」を優先！

新 連 載

①

1階

2階

3階

4階

当社の企業年金制度は、長期勤続者に対する慰労金の性格が強いため、加入期間20年未満の
退職者に対する一時金は少額になっています。

NEW

時効は5年。資格ができたらすぐに請求を！

確定給付企業年金

ＮＰ社員の年金は
4階建て！

確定給付企業年金

厚生年金基金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

6

5

4

2007年4月より
新しくなりました！

日本パーカー独自の制度

加入期間20年以上で退職（加入期間10年以上の定年も同様）
　　→60歳から給付。受給中に死亡した場合も引き続き遺族に給付
加入期間20年未満
　　　　　→退職時に一時金を支給

死亡退職の場合
加入期間15年以上で遺族に年金

給 

付 

要 

件

年金額＝退職時の標準給与月額×加入期間（年単位）に応じた係数
一時金額＝加入期間一カ月について1,000円

給
付
額

確定給付企業年金は、60歳以後、在職・退職に関係なく給付されます。受給期間は、5年・10年のい
ずれかを選択します。5年で受給する場合の年金月額は、10年で受給する場合の2倍弱です。
この年金は、公的年金（厚生年金・厚生年金基金）とは別に支給されます。年に4回、みずほ信託銀
行から指定金融機関の口座に振り込まれます。

そ 

の 

他

当社独自の年金制度です。全員がもらえるわけではなく、加入
期間（勤続期間とは若干異なる）20 年以上の人が年金支給対象。

当社社員は全員もらえます。自己負担分の保険料は少なく、給付には上乗せ
があります。

老齢基礎年金がもらえる当社社員は全員もらえます。生年月日によって支給開始時期が異
なり、昭和 36年（女性は昭和 41年）4月 2日以降生まれの人は65歳から支給されます。

国民年金に原則として２５年以上加入した人が６５歳から受ける年金。年金額は４０年加入した場合が
満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額される。

厚生年金や基金の年金を受ける資格のできた人は、年金を受けるための手続き（裁定請求）
を行う必要があります。裁定の請求をしないと年金は支給開始されません。もし、この裁定
の請求をしないで５年を過ぎてから請求すると、請求日からさかのぼって５年より前の期間
についての年金を受ける権利が時効にかかり支給されなくなってしまいます。年金を受ける
資格ができたら、所定の請求書および添付書類を整え、すみやかに裁定の請求をしてください。



公的年金は本当に得ですか？公的年金は本当に得ですか？
パルメイト年金相談室OPEN！
年金の素朴な疑問・・・何でもお答えします

質問その1

社
会
保
険
庁
に
対
す
る
不
信
感
と

年
金
制
度
と
は
別
問
題

　

年
金
加
入
記
録
問
題
な
ど
、
社
会

保
険
庁
に
対
し
て
不
信
感
を
持
つ

人
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
制
度

運
用
の
ず
さ
ん
さ
と
年
金
制
度
自
体

と
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
年

金
制
度
は
、
も
と
も
と
別
々
の
制
度

だ
っ
た
厚
生
年
金
と
国
民
年
金
を
統

合
し
た
た
め
複
雑
で
分
か
り
に
く
い

で
す
が
、
ふ
た
つ
の
大
き
な
特
長
を

持
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
「
終
身

年
金
で
あ
る
こ
と
」、
も
う
ひ
と
つ
は

「
物
価
ス
ラ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
」
で
す
。

国
民
が
年
金
制
度
の
存
続
を
望
む
限

り
、
財
政
上
の
理
由
で
年
金
が
貰
え

な
く
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。国
民
年

金
の
給
付
財
源
は
保
険
料
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
国
民
年
金

給
付
財
源
の
三
分
の
一
は
税
金
で
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
タ
イ
ト
ル
「
公
的

年
金
は
得
か
」
で
す
が
、
話
を
単
純

に
す
る
た
め
に
、
国
民
年
金
の
み
に

加
入
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
利
息

等
は
考
え
な
い
こ
と
に
し
て
話
を
す

る
こ
と
に
し
ま
す
。
公
的
年
金
は
社

会
保
障
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

損
得
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ

き
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の

で
す
が
…
。

長
生
き
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

得
を
す
る
国
民
年
金

　

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
期
間
は

二
○
歳
か
ら
六
〇
歳
に
な
る
ま
で

の
四
〇
年
間
で
す
。
現
在
国
民
年

金
保
険
料
の
月
額
は
１
４
、１
０
０

円
で
す
が
、
や
が
て
保
険
料
月
額

は
２
５
、２
０
０
円
に
な
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
払
込
総
保
険
料

は
２
５
、２
０
０
円
×
４
８
０
月
＝

１
２
、０
９
６
、０
０
０
円
で
す
。
給

付
財
源
の
二
分
の
一
を
税
金
で
賄
う

法
律
案
が
可
決
し
た
場
合
は
、
保
険

料
月
額
は
１
８
、５
０
０
円
に
な
る
の

で
、
払
込
総
保
険
料
は
１
８
、５
０
０

円
×
４
８
０
月
＝
８
８
８
万
円
で
す
。

　

一
方
、
給
付
さ
れ
る
年
金
額
の
方

で
す
が
、
日
本
人
の
平
均
寿
命
か
ら

考
え
て
六
五
歳
か
ら
八
二
歳
ま
で
の

１
８
年
間
受
給
す
る
と
仮
定
し
ま
す
。

年
金
額
は
物
価
変
動
に
よ
り
改
定
さ

れ
ま
す
が
、
年
間
８
０
万
円
と
し
て

計
算
す
る
と
、
８
０
万
円
×
１
８
年

＝
１
、４
４
０
万
円
に
な
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
標
準
的
に
長
生
き
し
た
場

合
、
支
払
う
保
険
料
よ
り
受
給
す
る

年
金
額
の
方
が
２
割
程
度
（
国
庫
負

担
が
２
分
の
１
に
な
っ
た
場
合
は
６

割
程
度
）
多
く
な
り
ま
す
。

　

年
金
額
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
公

的
年
金
が
心
強
い
の
は
終
身
年
金
で

あ
る
こ
と
で
す
。
民
間
保
険
会
社
の

個
人
年
金
保
険
は
通
常
受
給
期
間
が

決
ま
っ
て
い
て
、
長
生
き
す
る
リ
ス

ク
に
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。
何
歳
ま

で
生
き
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
す

る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
の
で
、
生

き
て
い
る
間
ず
っ
と
給
付
が
あ
る
公

的
年
金
は
頼
り
に
な
る
制
度
だ
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
を
貰
い
始
め
る
六
五

歳
は
、
保
険
料
を
払
い
始
め
る
二
○

歳
の
四
五
年
後
で
す
。
そ
の
間
の
社

会
経
済
事
情
の
変
化
は
想
像
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
公
的
年

金
は
物
価
変
動
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
の

で
、
予
測
で
き
な
い
社
会
・
経
済
の

変
動
に
強
い
と
い
え
ま
す
。

　

公
的
年
金
に
は
、
万
一
の
場
合
の

た
め
の
障
害
給
付
や
遺
族
給
付
も
あ

り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
ず
、
み
す

み
す
保
障
を
放
棄
す
る
の
は
得
策
と

は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。

「私、年金もらえなくていいので、保険料払ってません。自分でもっ
と有利な運用をします」などと年金アンケートで答える若者が多いら
しい。また、「日本は高齢化が進み、年金はパンクするので貰えなく
なる」と言って保険料を払わない人もいるようです。パルメイトの読者
アンケートで一番反響のあった問題を労務担当鈴木課長が解説します。

総務部労務担当
鈴木将弘課長

年金に対する疑問・質問を募集します。
詳しくはパルメイト読者アンケートをご覧ください。


